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　　第２９回全日本学生アーチェリー
　　　　　　　東日本大会 大会参加要項







全日本学生アーチェリー連盟




１．主催　　全日本学生アーチェリー連盟

２．主管　　東北学生アーチェリー連盟

３．期日　　２０１８年５月１２日（土）～１３日（日）

４．日程　　
　５月１２日（土）～１日目～　【公式練習・開会式・1回目】
　　９：３０～１１：５０　受付・用具検査（随時受付）
　１０：００～１１：５０　公式練習
　１２：００～１２：２０　開会式
　１２：３０～１５：３０　７０ｍラウンド１回目（７０ｍ７２射）
　　　　
　５月１３日（日）～２日目～　【2回目・閉会式】
　　　　　　　　９：００　 選手集合・公式練習開始
　　９：３０～１２：３０　 ７０ｍラウンド２回目（７０ｍ７２射）
　１３：１０～　　　　 　　閉会式

　　　※ なお、試合の進行状況などによりタイムスケジュールに変更が
生じることもございますので、ご了承下さい。

５．会場	　宮城県　秋保リゾートホテルクレセント　
森林スポーツ公園内　総合グラウンド
住所　　　　〒９８２－０２４１
		　宮城県仙台市太白区秋保町湯元字青木33-1
		　TEL　０２２－３９８－２３４５
　　交通　　　　<電車・バス>　
　　　　　　　　・JR東京駅から仙台駅(1時間44分)
		　・JR仙台駅から路線バス
宮城交通 秋保線 秋保森林公園行(約50分)
　　　　　　　　<高速道路>
※公園内に２００台まで収容可能な無料駐車場あり
　　　　　　　　・東北自動車道「仙台南IC」→R286経由→秋保温泉(約15分)
・東北自動車道「仙台宮城IC」→西道路経由→秋保温泉(約20分)
・仙台駅→青葉山トンネル経由→秋保温泉(約40分)
・仙台南空港→R4・仙台南有料道路経由→秋保温泉(約50分)

６．競技方法　　７０ｍラウンドを２回行う

７．競技規則　　全日本アーチェリー連盟競技規則2016～2017年
　		  全日本学生アーチェリー連盟競技規則

８．参加定員　　
		・男子定員 ６０名
		固定地区枠(各地区８名）：３２名
		連盟員比率に応じて配分：２８名
		・女子定員 ４０名
		固定地区枠(各地区５名）：２０名
		連盟員比率に応じて配分：２０名

９．費用
	大会参加費　			￥５,０００

１０．表彰　　　　男女とも
　　　　　　　　優　勝～第３位　　賞状
2日間（144射）の合計点の上位者（男子上位４名、女子上位２名）にはその年に開催される全日本学生ターゲットアーチェリー個人選手権大会への出場権を与える。
また、合計点が同点の場合は1日目と2日目の得点（72射）で高い方を比較し、その得点上位者に出場権を与える。


[bookmark: _GoBack]１１．受付・用具検査について
・各大学の代表者は、受付にて出場人数を確認し、競技者番号・スコアカード・プログラムなどを受け取ること。
・選手は、競技者番号を所定の位置につけ、競技に使用する用具の検査を受けること。
・やむを得ない事情により，用具検査に来られない者は，あらかじめ　全日本学生アーチェリー連盟　競技委員長　内海遼太郎　に連絡すること。相当の理由であると認められた選手についてのみ，特例として用具検査を別に行う。なお，無断での欠席は失格となる。
・用具検査は公式練習時と並行して行う。
・原則として辞退は認めない。やむを得ない事情で辞退する場合は、所属する地区学生アーチェリー連盟を通して連絡すること。

１２．大会時の注意事項
・公式練習はユニフォームを着用すること。
・開閉会式はユニフォーム又は制服で参加すること。
・競技者番号は、クィーバーまたは太腿に明瞭に表示し、
シューティングライン後方から見えるようにすること。
・会員証・学生証・バッジを必ず忘れないようにすること。
・バッジはグリーンバッジまたはアウトドアバッジの提示をすること。
・出場選手公開後の参加費の返金は一切認めない。
・出場選手はメディアに写真・映像が掲載される場合がある。
・競技場内は喫煙(電子タバコを含む)禁止とする。
・シューティングライン前方での通信機器の使用は禁止する。

１３．ドーピング検査について
・本競技会は日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会である。
・本競技会参加者は、競技会にエントリーをした時点で日本ドーピング防止規程にしたがい、ドーピング・コントロール手続きの対象となることに同意したものとみなす。
・また、20歳未満である本競技会参加者のエントリーにおいては、上記のドーピング検査の実施について親権者の同意を得たものとみなす。
・選手は、写真付き身分証明証（学生証、自動車免許証、パスポート等）を持参すること（本人確認のため義務付けられている）。
・未成年者の参加に関して
本大会参加にあたり、20歳未満の競技者は、世界アンチ・ドーピング規程、国際基準、日本アンチ・ドーピング規程により、検査対象となった場合のドーピング検査実施の同意ならびにその手続きに関し、競技者本人ならびに親権者が同意書に署名し提出することが必要となる。参加の確定した20歳未満の競技者は、同意書にそれぞれが署名、捺印の上、加盟団体を通し全日本アーチェリー連盟に親権者同意書を提出すること。又は大会当日持参し、開会式までに大会本部に提出すること。尚、同意書は一度提出すると、該当選手が成人するまで有効となるが、親権者が替わった場合は再度新たな親権者が同意書を提出することになる。
なお、親権者同意書は全日本学生アーチェリー連盟ホームページに
てダウンロードできる。
(http://chibaken-archery.sports.coocan.jp/AJ_entry/U20_douisyo.pdf)
・本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種類を問わず）を拒否又は回避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続きを完了することができなかった場合等は、アンチ・ドーピング規則違反となる可能性がある。
・アンチ・ドーピング規則違反と判断された場合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けることになるので留意すること。
・本競技会参加者は、競技前７日間に服用した医薬品、塗布、注射等医療行為を施したり、使用したもの（処方薬、売薬を問わない）および摂取したサプリメント類の名前と数量を記入したメモを携行することが薦められる。
・病気、けがなどの治療のため禁止物質や禁止方法を使っている場合、日本・アンチドーピング機構（ＪＡＤＡ）に対して、大会３０日前までに「ＪＡＤＡ・ＴＵＥ申請書」を提出すること。
・競技会・競技会外検査を問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、競技／運動終了後2時間の安静が必要となるので留意すること。
※ＴＵＥ：治療使用特例 
※疑問点は、ＪＡＤＡのホームページ参照。あるいは、全日本アーチェリー連盟に問い合わせること。
※日本アンチ・ドーピング規定の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org)にて確認すること。





１４．参加費納入について
	選手は、各地区学生アーチェリー連盟からの要請後、決められた期日までに各地区学生アーチェリー連盟に参加費を納入すること。その後、地区学生アーチェリー連盟様は、5月7日までに参加費を納入すること。参加費納入にあたって、納入時期を明確にするため、振込票の控えを提出すること。

１５．連絡先・質問先
全日本学生アーチェリー連盟　競技委員長　内海遼太郎  
TEL　　　 ０９０‐８８９１‐５４３０
パソコン　ajsaf57.utsumi@gmail.com
